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金融商品取引法及び独占禁止法における課徴金額と刑事罰との調整規定について 

 金融商品取引法 独占禁止法 

不公正取引 現行課徴金

対象行為 インサイダー取引 風説流布 

・偽計 

相場 

操縦 

継続開示 

義務違反 

(虚偽記載) 

発行開示 

義務違反 

(虚偽記載) 

私的独占(支配型) 

・不当な取引制限等 

課徴金額の

算 定 方 式

(根拠) 

例)「重要事実公表日の翌日における株式等の最終価

額」から「重要事実公表前に購入した株式等の価額」を

控除 

 

(有価証券報告書等につ

き) 

300 万円(原則) or 株式

時価相当額に 0．003 ％

を乗じる額のいずれか高

い額 

 

募集額等に 1％

( 株 式 等 の 場 合

2％)を乗じる 

 

売 上 高 等 に 一 定 率

(10％等)を乗じる 

 

法人 5 億円以下の罰金 7 億円以下の罰金 5 億円以下の罰金 罰則 

個人 5 年以下の懲役若しくは

500 万円以下の罰金又はこ

の併科 

10 年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金又はこの併科 3 年 以 下 の 懲 役 又 は

500 万円以下の罰金又

はこの併科 

没収・追徴 不公正取引により得た財産等を没収・追徴 ― ― 

課徴金と刑

事罰等との

調整規定 

没収・追徴額相当額を課徴金より控除(＊1) 罰金額相当額を課徴金よ

り控除(＊1) 

調整なし 罰金額の 2 分の 1 相当

額を課徴金より控除 

(＊1)①課徴金納付命令時に罰金等の刑事判決が確定している場合…当該金額相当額を控除した額の課徴金納付命令→納付 

②課徴金納付命令時に刑事裁判が係属している場合…判決確定まで納付命令の効力停止。判決確定後に罰金額等と調整し、納付命令の変更又は取消(→納付) 

 ③課徴金納付後に起訴された場合…判決確定後、納付済みの課徴金と罰金額等を調整し、納付命令変更→還付 
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独占禁止法基本問題懇談会報告書 

（平成 19 年６月 26 日公表、抜粋） 

Ⅲ 違反金制度の在り方 

１ 違反金と刑事罰の在り方 

 

法人に対する刑事罰（が存在すること）の有効性を活かしつつ、違反

金を設計してこれを機動的に賦課することが、現状においては違反行為

に対する抑止の観点からは効果的であり、引き続き、違反金と刑事罰を

併存・併科することが適当である。 

 

（３）併科の場合の調整規定について 

 現行課徴金については、刑事罰が併科される場合に、当該刑事罰金額の

半分に相当する額を本来の課徴金額から控除(刑事罰金の確定裁判より課徴

金納付が先に行われている場合には還付)することとされている。これは、

課徴金と刑事罰は違反行為を防止するという機能面で共通する部分がある

ことから立法政策上の判断として設けられた規定である（課徴金と刑事罰を

併科することによる二重処罰の懸念を回避するための調整ではない）。しか

し、行政上の目的を達成するために課される違反金と反社会的行為に対す

る道義的非難である刑事罰は趣旨・目的が異なり、独立した制度であるこ

とから、両者の金額調整は必ずしも必要ではないと考えられる。この点に

関しては、違反金と刑事罰の金額調整はなくすべきとする見解、刑事罰金額

の全額を違反金額から控除すべきとする見解があった。 

 

２ 不当な取引制限、私的独占（支配型）に係る違反金の水準、算定方法等 

（１）違反金の水準等について 

 （略） 

 国際比較の観点、抑止力確保の観点からは、算定率だけでなく、違反金の

算定期間と除斥期間（違反行為終了からいつまで違反金納付を命じることが

できるか）についても考慮する必要がある（現行課徴金は、算定期間が最長

3 年間、除斥期間は 3 年間となっている。）。算定期間と除斥期間について

は、比例原則の観点にも留意しつつ、欧米主要国との比較を視野に入れるべ

きと考えられる。 
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金 融 庁 公正取引委員会 特 許 庁 中央労働委員会 公害等調整委員会 電波監理審議会 海難審判庁 国税不服審判所

課徴金納付命
令の事前審査

排除措置命令、
課徴金納付命
令の不服申立
て

免許の取消し等
の不服申立て

不当労働行為
の救済

鉱物の採掘等
に関する許認可
の不服申立て

免許の取消し等
の不服申立て

地方海難審判
庁審判官の裁
決の不服申立
て

国税に関する法
律に基づく処分
に対する不服申
立て

金融商品取引法 独占禁止法 特許法 労働組合法
土地利用

調整手続法
電波法 海難審判法 国税通則法

-
公正取引
委員会

審査官
都道府県

労働委員会
経済産業局長/
都道府県知事

総務大臣
地方海難

審判庁審判官
税務署長/
国税局長

審級省略 × ○ ○ × ○ ○ ○ ×

実質的
証拠法則

× ○ × × ○ ○ × ×

取消訴訟

原処分庁

我が国における主な審判手続の概要

根拠法
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公認会計士法 （昭和二十三年七月六日法律第百三号） 

（虚偽又は不当の証明についての懲戒）  

第三十条  公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯

誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第二号又は

第三号に掲げる懲戒の処分をすることができる。  

２  公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を

重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、

前条第一号又は第二号に掲げる懲戒の処分をすることができる。  

３  監査法人が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないも

のとして証明した場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会

計士に故意又は相当の注意を怠つた事実があるときは、当該公認会計士について

前二項の規定を準用する。 

 

（課徴金納付命令）  

第三十一条の二  公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合

において、第三十条第一項又は第二項に規定する場合に該当する事実があるときは、

内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に

従い、当該公認会計士に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。  

一  当該証明について第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合 

当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬

その他の対価として政令で定める額（次号において「監査報酬相当額」という。）の

一・五倍に相当する額  
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二  当該証明について第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合 

監査報酬相当額  

２  前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の公認会

計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。  

一  第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公

認会計士に対して同項の処分をする場合（同項の財務書類に係る虚偽、錯誤又は

脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められ

る場合として内閣府令で定める場合に限る。）  

二  第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公

認会計士に対して同項の処分をする場合（同項の相当の注意を著しく怠つた場合

として内閣府令で定める場合を除く。）  

三  当該公認会計士に対して第二十九条第二号に掲げる処分をする場合（第三十

四条の十の四第四項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約

に基づく第二条第一項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合に

限る。）  

四  当該公認会計士に対して第二十九条第三号に掲げる処分をする場合  

３  第一項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納

付を命ずることができない。  

４  第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その

端数は、切り捨てる。  

５  第一項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなけれ

ばならない。  

 

（虚偽又は不当の証明等についての処分等）  
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第三十四条の二十一  内閣総理大臣は、監査法人がこの法律（第三十四条の十の五

及び次章を除く。以下この項及び次項第三号において同じ。）若しくはこの法律に基

づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第二条第一項の業務の運営が著しく

不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要で

あると認めるときは、当該監査法人に対し、必要な指示をすること（同号に該当した場

合において、次項の規定により業務管理体制の改善を命ずること及び第三項の規定

により社員が監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止

することを除く。）ができる。  

２  内閣総理大臣は、監査法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その監査法

人に対し、戒告し、第三十四条の十三第一項に規定する業務管理体制の改善を命じ、

二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずる

ことができる。  

一  社員の故意により、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏

のないものとして証明したとき。  

二  社員が相当の注意を怠つたことにより、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務

書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。  

三  この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認め

られるとき。  

四  前項の規定による指示に従わないとき。  

３  内閣総理大臣は、監査法人が前項各号のいずれかに該当するときは、その監査法

人に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に該当することとなつたことに重大な

責任を有すると認められる社員が当該監査法人の業務又は意思決定の全部又は一

部に関与することを禁止することができる。  

４  第三十二条から第三十四条までの規定は、前二項の処分について準用する。  
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５  第二項及び第三項の規定による処分の手続に付された監査法人は、清算が結了

した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお

存続するものとみなす。  

６  第二項及び第三項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合におい

て、当該監査法人の社員である公認会計士につき第三十条又は第三十一条に該当

する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分を併せて行う

ことを妨げるものと解してはならない。  

７  第二項及び第三項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合におい

て、当該監査法人の特定社員につき第三十四条の十の十七第二項に該当する事実

があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解

してはならない。  

 

（課徴金納付命令）  

第三十四条の二十一の二  監査法人が会社その他の者の財務書類について証明を

した場合において、当該監査法人が前条第二項第一号又は第二号に該当する事実

があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに

定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。  

一  当該証明について監査法人が前条第二項第一号に該当する事実がある場合 

当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬

その他の対価として政令で定める額（次号において「監査報酬相当額」という。）の

一・五倍に相当する額  

二  当該証明について監査法人が前条第二項第二号に該当する事実がある場合 

監査報酬相当額  
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２  前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の監査法

人に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。  

一  前条第二項第一号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対し

て同項の処分をする場合（同号の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財

務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内

閣府令で定める場合に限る。）  

二  前条第二項第二号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対し

て同項の処分をする場合（同号の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令

で定める場合を除く。）  

三  第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等との間で既に締結されて

いる契約に基づく第二条第一項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ず

る場合  

四  解散を命ずる場合  

３  第一項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納

付を命ずることができない。  

４  第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その

端数は、切り捨てる。  

５  第一項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなけれ

ばならない。  

６  監査法人が合併により消滅したときは、当該監査法人がした行為は、合併後存続

し、又は合併により設立された監査法人がした行為とみなして、この条の規定を適用

する。  

７  第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条、第三十四条及び前条第五項か

ら第七項までの規定は、第一項の規定による命令について準用する。この場合にお
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いて、同条第五項から第七項までの規定中「第二項及び第三項」とあるのは、「次条

第一項」と読み替えるものとする。  
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 

（昭和二十二年四月十四日法律第五十四号） 

第七条の二  事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容

とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをした

ときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対

し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業

活動がなくなる日までの期間（当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行とし

ての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下「実行期間」という。）

における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額（当該行為が

商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政

令で定める方法により算定した購入額）に百分の十（小売業については百分の三、卸

売業については百分の二とする。）を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に

納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、そ

の納付を命ずることができない。  

一  商品又は役務の対価に係るもの  

二  商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価

に影響することとなるもの  

イ 供給量又は購入量 

ロ 市場占有率 

ハ 取引の相手方 

２  前項の規定は、事業者が、私的独占（他の事業者の事業活動を支配することによ

るものに限る。）で、当該他の事業者（以下この項において「被支配事業者」という。）

が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合

に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法に
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より算定した売上額（当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである

場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額）」とあるのは

「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務（当該被支配事業者が

当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要

な商品又は役務を含む。）及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した

当該商品又は役務（当該被支配事業者に供給したものを除く。）の政令で定める方法

により算定した売上額」と、「（小売業については百分の三、卸売業については百分の

二とする。）」とあるのは「（当該事業者が小売業を営む場合は百分の三、卸売業を営

む場合は百分の二とする。）」と読み替えるものとする。  

一  その対価に係るもの  

二  次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの  

イ 供給量 

ロ 市場占有率 

ハ 取引の相手方 

３  前二項に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に

供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若し

くは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野に

おいて一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上

の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割

合をいう。  

４  第一項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当する者であるときは、

同項中「百分の十」とあるのは「百分の四」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・二」

と、「百分の二」とあるのは「百分の一」とする。  
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一  資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員

の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の

業種（次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）

に属する事業を主たる事業として営むもの  

二  資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員

の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業（第五号の政令で定める業種を

除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの  

三  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業

員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業（第五号の政令で定める

業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの  

四  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業

員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業（次号の政令で定める業

種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの  

五  資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社

並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及

び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むも

の  

六  協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的とし

て設立された組合（組合の連合会を含む。）のうち、政令で定めるところにより、前

各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの  

５  第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違

反行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第

一項に規定する処分が最初に行われた日（以下この条において「調査開始日」とい

う。）の一月前の日（当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為
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について第五十条第六項において読み替えて準用する第四十九条第五項の規定に

よる通知（次項及び第七項において「事前通知」という。）を受けた日の一月前の日）

までに当該違反行為をやめた者（次項に該当する場合を除き、当該違反行為に係る

実行期間が二年未満である場合に限る。）であるときは、第一項中「百分の十」とある

のは「百分の八」と、「百分の三」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の二」とあるの

は「百分の一・六」と、前項中「百分の四」とあるのは「百分の三・二」と、「百分の一・

二」とあるのは「百分の一」と、「百分の一」とあるのは「百分の〇・八」とする。  

６  第一項（第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同

じ。）の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号の

いずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」

と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、

第四項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の

一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。  

一  調査開始日からさかのぼり十年以内に、第一項の規定による命令を受けたこと

がある者（当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。）又は第十三

項若しくは第十六項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審

決を受けたことがある者  

二  第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分

が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知

を受けた日からさかのぼり十年以内に、第一項の規定による命令を受けたことが

ある者又は第十三項若しくは第十六項の規定による通知若しくは第五十一条第二

項の規定による審決を受けたことがある者  
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７  公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号

のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課

徴金の納付を命じないものとする。  

一  公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業

者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提

出を行つた者（当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての

調査開始日（第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定

する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通

知を受けた日。次号及び次項において同じ。）以後に行われた場合を除く。）である

こと。  

二  当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為

をしていた者でないこと。  

８  第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第三号に

該当するときは同項又は第四項から第六項までの規定により計算した課徴金の額に

百分の五十を乗じて得た額を、第二号及び第三号に該当するときは第一項又は第四

項から第六項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、

それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。  

一  公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業

者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の

提出を行つた者（当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件について

の調査開始日以後に行われた場合を除く。）であること。  

二  公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業

者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の
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提出を行つた者（当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件について

の調査開始日以後に行われた場合を除く。）であること。  

三  当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為

をしていた者でないこと。  

９  第一項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について第七項第一

号又は前項第一号若しくは第二号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の

数が三に満たないときは、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも

該当する者（第七項第一号又は前項第一号若しくは第二号の規定による報告及び資

料の提出を行つた者の数と第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の

数を合計した数が三以下である場合に限る。）については、第一項又は第四項から第

六項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、当該課

徴金の額から減額するものとする。  

一  当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で

定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引

委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出（第四十七条第一項各

号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引

委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。）を行つた者  

二  前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた

者以外の者  

１０  公正取引委員会は、第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は前項第一

号の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を

行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。  

１１  公正取引委員会は、第七項から第九項までの規定のいずれかに該当する事業

者に対し第一項の規定による命令又は第十三項の規定による通知をするまでの間、
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当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求

めることができる。  

１２  公正取引委員会が、第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は第九項第

一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定によ

る命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当

する事実があると認めるときは、第七項から第九項までの規定にかかわらず、これら

の規定は適用しない。  

一  当該事業者が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれ

ていたこと。  

二  前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせ

ず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。  

三  当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業

者に対し第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は他の事業者が当該

違反行為をやめることを妨害していたこと。  

１３  公正取引委員会は、第七項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたとき

は、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者

以外の事業者に対し第一項の規定による命令をする際に（同項の規定による命令を

しない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに。第十六項におい

て同じ。）、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとす

る。  

１４  公正取引委員会は、第一項（第二項において読み替えて準用する場合を含む。

以下この項、第十七項及び第十八項において同じ。）の場合において、同一事件につ

いて、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、第四項

から第六項まで、第八項又は第九項の規定により計算した額に代えて、その額から
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当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。

ただし、第一項、第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項の規定により計算し

た額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の

額が百万円未満であるときは、この限りでない。  

１５  前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずるこ

とができない。  

１６  公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金

の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第一項又は第二項に規定する

違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項（第二項にお

いて読み替えて準用する場合を含む。）の規定による命令をする際に、これと併せて

文書をもつてその旨を通知するものとする。  

１７  第一項の規定による命令を受けた者は、同項、第四項から第六項まで、第八項、

第九項又は第十四項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。  

１８  第一項、第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項の規定により計

算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。  

１９  第一項又は第二項に規定する違反行為をした事業者が会社である場合において、

当該会社が合併により消滅したときは、当該会社がした違反行為並びに当該会社が

受けた第一項（第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による命令、

第十三項及び第十六項の規定による通知並びに第五十一条第二項の規定による審

決（以下この項において「命令等」という。）は、合併後存続し、又は合併により設立さ

れた会社がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された会社が

受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。  

２０  前項の場合において、第七項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、

政令で定める。  
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２１  実行期間の終了した日から三年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違

反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。  

 

第四十七条  公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる

処分をすることができる。  

一  事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しく

は報告を徴すること。  

二  鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。  

三  帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物

件を留めて置くこと。  

四  事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳

簿書類その他の物件を検査すること。  

２  公正取引委員会が相当と認めるときは、政令で定めるところにより、公正取引委員

会の職員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。  

３  前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証

明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。  

４  第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。  
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金融商品取引法（昭和二十三年四月十三日法律二十五号） 

（虚偽記録のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令）  

第百七十二条  重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類を提出した発行者

が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し（第四条第三項に規定する有価証券

の売出しをいう。以下この章において同じ。）（当該発行者が所有する有価証券の売

出しに限る。）により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、

次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額（次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額

の合計額）に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。  

一  当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合 当該取得さ

せた有価証券の発行価額の総額の百分の一（当該有価証券が株券等（株券、優

先出資法 に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定め

る有価証券をいう。次号及び次項において同じ。）である場合にあつては、百分の

二）  

二  当該発行開示書類に基づく売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り

付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の一（当該有価

証券が株券等である場合にあつては、百分の二）  

２  重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類を提出した発行者の役員等（当

該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。第五項において同じ。）で

あつて、当該発行開示書類に虚偽の記載があることを知りながら当該発行開示書類

の提出に関与した者が、当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有

する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当

該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の一（当該有
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価証券が株券等である場合にあつては、百分の二）に相当する額の課徴金を国庫に

納付することを命じなければならない。  

３  前二項の「発行開示書類」とは、第五条（第二十七条において準用する場合を含

む。）の規定による届出書類（第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合に

は、当該届出書に係る参照書類を含む。）、第七条、第九条第一項若しくは第十条第

一項（これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による訂正

届出書（当該訂正届出書に係る参照書類を含む。）、第二十三条の三第一項及び第

二項（これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による発行

登録書（当該発行登録書に係る参照書類を含む。）及びその添付書類、第二十三条

の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第

五項において準用する同条第一項（これらの規定を第二十七条において準用する場

合を含む。）の規定による訂正発行登録書（当該訂正発行登録書に係る参照書類を

含む。）又は第二十三条の八第一項及び第五項（これらの規定を第二十七条におい

て準用する場合を含む。）の規定による発行登録追補書類（当該発行登録追補書類

に係る参照書類を含む。）及びその添付書類をいう。  

４  第一項（第一号を除く。）の規定は、重要な事項（第五条第一項各号（第二十七条

において準用する場合を含む。）に掲げる事項に係るものに限る。次項において同

じ。）につき虚偽の記載がある目論見書（第十三条第一項に規定する既に開示された

有価証券の売出しに係る目論見書に限る。次項において同じ。）を使用した発行者が、

当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合

について準用する。  

５  第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の記載がある目論見書を使用した発行

者の役員等であつて、当該目論見書に虚偽の記載があることを知りながら当該目論
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見書の作成に関与した者が、当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有す

る有価証券を売り付けた場合について準用する。  

 

（虚偽記録のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令）  

第百七十二条の二  発行者が、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書

等（第二十四条第一項若しくは第三項（これらの規定を同条第五項（第二十七条にお

いて準用する場合を含む。）及び第二十七条において準用する場合を含む。）及び第

二十四条第六項（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による有価証

券報告書及びその添付書類又は第二十四条の二第一項（第二十七条において準用

する場合を含む。）において準用する第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の

規定による訂正報告書をいう。第百七十八条第五項並びに第百八十五条の七第二

項及び第三項において同じ。）を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手

続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額（第二号に掲げる額が第一号に掲

げる額を超えるときは、第二号に掲げる額）に相当する額の課徴金を国庫に納付する

ことを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度（当該発行者が第二十四条

第一項（第二十七条において準用する場合を含む。）に規定する特定有価証券の発

行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項において準用す

る同条第一項に規定する特定期間。以下この項及び第百八十五条の七第十九項に

おいて同じ。）が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の

月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付する

ことを命じなければならない。  

一  三百万円  

二  イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 

イ 当該発行者が発行する算定基準有価証券（株券、優先出資法 に規定する優     
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先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下  

この号において同じ。）の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総

額（当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有

価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところによ

り算出した額） 

ロ 十万分の三  

２  発行者が、重要な事項につき虚偽の記載がある四半期・半期・臨時報告書等（第

二十四条の四の七第一項若しくは第二項（これらの規定を同条第三項（第二十七条

において準用する場合を含む。）及び第二十七条において準用する場合を含む。）の

規定による四半期報告書若しくは第二十四条の五第一項（同条第三項において準用

する場合を含む。）若しくは第四項（これらの規定を第二十七条において準用する場

合を含む。）の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は第二十四条の四の七

第四項（第二十七条において準用する場合を含む。）及び第二十四条の五第五項

（第二十七条において準用する場合を含む。）において準用する第七条、第九条第一

項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。第百七十八条第五項並び

に第百八十五条の七第二項及び第三項において同じ。）を提出したときは、内閣総理

大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第一号に掲げる額（同

項第二号に掲げる額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、同項第二号に掲げる

額）の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならな

い。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。  

３  第一項ただし書（前項後段において準用する場合を含む。）の月数は、暦に従つて

計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。  

 

（風説の流布等により相場を変動させた者に対する課徴金納付命令）  
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第百七十三条  第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当

該風説の流布又は偽計（以下この項において「違反行為」という。）により有価証券等

の相場を変動させ、当該変動させた相場により、自己の計算において、当該違反行

為が行われた日から一月以内に当該有価証券等に係る有価証券の募集により当該

有価証券を取得させ、又は当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引若

しくはデリバティブ取引をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続

に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

（次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額）に相当す

る額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。  

一  違反行為により有価証券等（当該有価証券等に係る店頭デリバティブ取引の対

象となる金融指標を含む。次号において同じ。）の相場を騰貴させ、又は上昇させ、

当該騰貴させ、又は上昇させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売

付け等（当該違反行為が行われた日から一月以内に行われたものに限る。以下こ

の号において同じ。）をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除

した額 

イ 当該有価証券の売付け等についてそれぞれの有価証券の売付け等をした価           

格にその数量を乗じて得た額の総額 

ロ 当該有価証券の売付け等について違反行為の直前の価格として政令で定める  

もの（次号イにおいて「違反行為の開始前の価格」という。）に当該有価証券の売

付け等の数量を乗じて得た額  

二  違反行為により有価証券等の相場を下落させ、又は低下させ、当該下落させ、

又は低下させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の買付け等（当該違

反行為が行われた日から一月以内に行われたものに限る。以下この号において同

23



じ。）をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額 

イ 当該有価証券の買付け等について違反行為の開始前の価格に当該有価証券   

の買付け等の数量を乗じて得た額 

ロ 当該有価証券の買付け等についてそれぞれの有価証券の買付け等をした価 

格にその数量を乗じて得た額の総額  

２  前項の「有価証券の売付け等」とは、自己の計算において行う有価証券の発行、有

価証券の売付け、有価証券指数等先物取引（現実指数又は現実数値が約定指数又

は約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）、同項

第三号に掲げる取引（オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。）その他

の政令で定める取引をいう。  

３  第一項の「有価証券の買付け等」とは、自己の計算において行う有価証券の買付

け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合

に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）、同項第三号に掲げる取引（オ

プションを取得する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令で定める取引を

いう。  

４  前二項に規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等又は有価

証券の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数

量その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。  

 

（相場を変動させるべき一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令）  

第百七十四条  自己の計算において違反行為（第百五十九条第二項第一号の規定に

違反する取引所金融商品市場における上場金融商品等（同号に規定する上場金融

商品等をいう。以下この条において同じ。）又は店頭売買有価証券市場における店頭

売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等（第百五十九条第二
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項に規定する有価証券売買等をいう。）又はその申込み若しくは委託等をいう。以下

この条において同じ。）をした者（以下この条において「違反者」という。）があるときは、

内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる

額の合計額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。  

一  次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額 

イ 有価証券の売付け等（当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。）  

の価額 

ロ 有価証券の買付け等（当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。） 

の価額  

二  次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 

イ 当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る有価  

証券の買付け等の数量を超える場合 次の（１）に掲げる額から次の（２）に掲げ

る額を控除した額 

（１） 当該超える数量に係る有価証券の売付け等（当該違反行為に係る売付け 

等対当数量に係るものに限る。）の価額 

（２） 当該違反行為が終了した日から一月以内に行われた当該違反行為に係 

る上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等（当該

違反行為に係る売付け等対当数量に係るものに限る。）の価額 

ロ 当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る有価

証券の売付け等の数量を超える場合 次の（１）に掲げる額から次の（２）に掲げ

る額を控除した額 

（１） 当該違反行為が終了した日から一月以内に行われた当該違反行為に係る

上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等（当該違反

行為に係る買付け等対当数量に係るものに限る。）の価額 
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（２） 当該超える数量に係る有価証券の買付け等（当該違反行為に係る買付け 

等対当数量に係るものに限る。）の価額  

２  前項の「有価証券の売付け等」とは、自己の計算において行う有価証券の売付け、

第二条第二十一項第二号に掲げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金

銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）、同項第三号に掲げる取引（オプション

を付与する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令で定める取引をいう。  

３  第一項の「有価証券の買付け等」とは、自己の計算において行う有価証券の買付

け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合

に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）、同項第三号に掲げる取引（オ

プションを取得する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令で定める取引を

いう。  

４  第一項第一号の「売買対当数量」とは、違反行為に係る有価証券の売付け等（同

項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。）の数量と当該

違反行為に係る有価証券の買付け等（同項に規定する有価証券の買付け等をいう。

以下この条において同じ。）の数量のうちいずれか少ない数量をいう。  

５  第一項第二号イの「売付け等対当数量」とは、違反行為に係る有価証券の売付け

等の数量が当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量を超える場合における

当該超える数量と、当該違反行為が終了した日から一月以内に行われた当該違反

行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の

数量のうち、いずれか少ない数量をいう。  

６  第一項第二号ロの「買付け等対当数量」とは、違反行為に係る有価証券の買付け

等の数量が当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量を超える場合における

当該超える数量と、当該違反行為が終了した日から一月以内に行われた当該違反
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行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の

数量のうち、いずれか少ない数量をいう。  

７  第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそ

れぞれその数量を乗じて得た額をいう。  

８  違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を有しないで自己

の計算において当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上

回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引（当該違反行為

に係る有価証券に係るものに限る。）を自己の計算において約定している場合その他

の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、

当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の売

付け等を自己の計算においてしたものとみなす。  

９  違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場

合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二

号に掲げる取引（当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。）を自己の計算

において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額

の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で

当該違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。  

１０  第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。  

１１  一の銘柄に係る第一項各号に掲げる額のいずれかにつき控除しきれない額があ

る場合における同項に規定する合計額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る

他の号に掲げる額から控除した額とする。  

１２  違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき

前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれな

い額は、他の銘柄に係る第一項に規定する合計額から控除する。  
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１３  第二条第二十一条第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により

決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅し

た場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金

の計算に関し必要な事項は、政令で定める。  

１４  第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付

け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の

課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。  

 

（会社関係者に対する禁止行為に違反した者に対する課徴金納付命令）  

第百七十五条  第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算にお

いて同条第一項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に

定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。  

一  第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価

証券の売付け等（同条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされ

た日前六月以内に行われたものに限る。以下この号において同じ。）をした場合 

次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額 

イ 当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にそ 

の数量を乗じて得た額 

ロ 当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた 

後における価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額  

二  第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価

証券の買付け等（同条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされ

た日前六月以内に行われたものに限る。以下この号において同じ。）をした場合 
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次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額 

イ 当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた 

後における価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額 

ロ 当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にそ 

の数量を乗じて得た額  

２  第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第

一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定す

る株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手

続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。  

一  第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価

証券の売付け等（同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は

公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日前六月以内に行われたもの

に限る。以下この号において同じ。）をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲

げる額を控除した額 

イ 当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にそ 

の数量を乗じて得た額 

ロ 当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公 

開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後における価格に当該有価証 

券の売付け等の数量を乗じて得た額  

二  第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価

証券の買付け等（同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は

公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日前六月以内に行われたもの

に限る。以下この号において同じ。）をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲
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げる額を控除した額 

イ 当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公 

開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後における価格に当該有価証

券の買付け等の数量を乗じて得た額 

ロ 当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にそ

の数量を乗じて得た額  

３  前二項の「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第

二号に掲げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当

事者となるものに限る。）、同項第三号に掲げる取引（オプションを付与する立場の当

事者となるものに限る。）その他の政令で定める取引をいう。  

４  第一項及び第二項の「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第

二十一項第二号に掲げる取引（現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領

する立場の当事者となるものに限る。）、同項第三号に掲げる取引（オプションを取得

する立場の当事者となるものに限る。）その他の政令で定める取引をいう。  

５  第一項の「業務等に関する重要事実の公表がされた後における価格」とは、第百六

十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日の翌日におけ

る第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格（当該価格がない場合

は、これに相当するものとして内閣府令で定めるもの）をいう。  

６  第二項の「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する

事実の公表がされた後における価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買

付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた

日の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格（当該

価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるもの）をいう。  
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７  第一項の規定は、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、上場会社

等（第百六十三条第一項に規定する上場会社等又は第百六十六条第一項第一号に

規定する親会社若しくは子会社をいう。）の計算において同条第一項に規定する売買

等をした当該上場会社等の同号に規定する役員等がある場合について準用する。こ

の場合において、第一項中「その者」とあるのは「当該上場会社等」と、同項各号中

「自己の計算において」とあるのは「上場会社等の計算において」と読み替えるものと

する。  

８  第三項から第六項までに規定するもののほか、第一項（前項において準用する場

合を含む。以下この項において同じ。）及び第二項に規定する有価証券の売付け等

又は有価証券の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の

価格及び数量その他第一項及び第二項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令

で定める。  

 

（報告の徴取及び立入検査）  

第百七十七条  内閣総理大臣は、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項又は

第百七十五条第一項（同条第七項において準用する場合を含む。）若しくは第二項の

規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、当該職員に、次に掲

げる処分をさせることができる。  

一  事件関係人若しくは参考人に質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を

徴すること。  

二  事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を

検査すること。  

 

（審判手続開始の決定）  
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第百七十八条  内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、

当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。  

一  第百七十二条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）又は第二項

（同条第五項において準用する場合を含む。）に該当する事実  

二  第百七十二条の二第一項又は第二項に該当する事実  

三  第百七十三条第一項に該当する事実  

四  第百七十四条第一項に該当する事実  

五  第百七十五条第一項（同条第七項において準用する場合を含む。）又は第二項

に該当する事実  

２  内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前

項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由

として、審判手続開始の決定をすることができない。  

３  重要な事項につき虚偽の記載がある第百七十二条第三項に規定する発行開示書

類を提出した日から三年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に

係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができな

い。  

４  第百七十二条第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載がある同項に規定

する目論見書に係る売出しを開始した日から三年を経過したときは、内閣総理大臣

は、当該目論見書に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決

定をすることができない。  

５  重要な事項につき虚偽の記載がある継続開示書類（有価証券報告書等及び四半

期・半期・臨時報告書等をいう。以下この項並びに第百八十五条の七第二項、第三

項及び第十九項において同じ。）を提出した日から三年を経過したときは、内閣総理
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大臣は、当該継続開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続

開始の決定をすることができない。  

６  第百七十三条第一項に規定する違反行為が行われた日から三年を経過したとき

は、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第三号に掲げる事実について、審

判手続開始の決定をすることができない。  

７  第百七十四条第一項に規定する違反行為が終了した日から三年を経過したときは、

内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第四号に掲げる事実について、審判

手続開始の決定をすることができない。  

８  第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から三年を経過したときは、

内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第五号に掲げる事実について、審判手

続開始の決定をすることができない。  

９  第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等

又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から三年を経過したときは、

内閣総理大臣は、当該特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は株券等

に係る売付け等に係る第一項第五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定

をすることができない。 

 

（審判手続開始決定書）  

第百七十九条  審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。  

２  審判手続開始の決定に係る決定書（次項及び第百八十三条において「審判手続開

始決定書」という。）には、審判の期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲

げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければなら

ない。  
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３  審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者（以下この節において「被審人」とい

う。）に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。  

４  被審人には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。 

 

（課徴金の納付命令の決定等）  

第百八十五条の七  内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号

に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、被審人に対し、第百七十二条第一

項（同条第四項において準用する場合を含む。）若しくは第二項（同条第五項におい

て準用する場合を含む。）、第百七十二条の二第一項若しくは第二項、第百七十三条

第一項、第百七十四条第一項又は第百七十五条第一項（同条第七項において準用

する場合を含む。第五項において同じ。）若しくは第二項の規定による課徴金を国庫

に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。  

２  内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類の提出

について前項の決定（第百七十八条第一項第二号に係るものに限る。）をしなければ

ならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の二第一

項又は第二項の規定により算出した額（以下この項から第四項までにおいて「個別決

定ごとの算出額」という。）を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を

超えるときは、同条第一項又は第二項の規定による額に代えて、当該高い額を内閣

府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相

当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。  

一  それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七

十二条の二第一項の規定により算出した額のうち最も高い額  
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二  それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実につ

いて第百七十二条の二第二項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち

最も高い額  

３  内閣総理大臣は、第一項の決定（第百七十八条第一項第二号に係るものに限

る。）又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規

定によりなされた一以上の決定（以下この項において「既決定」という。）に係る継続

開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について一以上の決定

（以下この項において「新決定」という。）をしなければならないときは、当該新決定に

ついて、第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、

第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところに

よりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して

得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければ

ならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第

一項若しくは第二項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。  

一  それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合

計した額（その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当

該高い額） 

イ それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る 

事実について第百七十二条の二第一項の規定により算出した額のうち最も高い

額 

ロ それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決

定に係る事実について第百七十二条の二第二項の規定により算出した額に二

を乗じて得た額のうち最も高い額  

35



二  当該既決定に係る第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定に

よる課徴金の額を合計した額  

４  内閣総理大臣は、第一項（第百七十八条第一項第二号に掲げる事実があると認め

る場合に限る。）又は前二項の規定により一以上の決定をしなければならないときで

あつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十

二条の二第一項若しくは第二項又は前二項の規定による額に代えて、第一号に掲げ

る額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以

上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当

する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただ

し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第

二項又は前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。  

一  当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の二第一項若しくは第二

項又は前二項の規定により算出した額を合計した額  

二  当該罰金の額  

５  内閣総理大臣は、第一項の場合（第百七十八条第一項第三号から第五号までに

掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。）において、同一事件について、

被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に

掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七

十四条第一項又は第百七十五条第一項若しくは第二項の規定による額に代えて、

当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲

げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる

財産の価額に相当する額（当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同

項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命

じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられ
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た同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収

等相当額」という。）を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定を

しなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項又は第百

七十五条第一項若しくは第二項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、

これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。  

６  内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実が

ないと認めるとき又は第三項ただし書、第四項ただし書若しくは前項ただし書に該当

するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。  

７  前各項の決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基

づいて行わなければならない。  

８  前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに

対する法令の適用（第一項から第五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎

及び納付期限を含む。）を記載しなければならない。  

９  前項の納付期限は、同項に規定する決定書（第一項から第五項までの決定に係る

ものに限る。）の謄本を発した日から二月を経過した日とする。  

１０  第七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達するこ

とによつて、その効力を生ずる。  

１１  第一項の決定（第百七十八条第一項第二号に係るものに限る。）並びに第二項

及び第三項の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起さ

れている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわ

らず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該

事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条

第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を

生ずる。  
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１２  第一項の決定（第百七十八条第一項第三号から第五号までに係るものに限る。）

は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、

当該事件が裁判所に係属するときは、第十項の規定にかかわらず、当該事件につい

ての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決

定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項

各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定に

よる変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。  

１３  第十一項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時

において、第一項から第三項までの決定に係る決定書の謄本が送達されていない場

合には、適用しない。  

１４  第十一項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の

謄本が送達された時において、第一項の決定（第百七十八条第一項第二号に係るも

のに限る。）又は第二項若しくは第三項の決定に係る決定書の謄本が送達されてい

ない場合には、適用しない。  

１５  第十二項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の

謄本が送達された時において、第一項の決定（第百七十八条第一項第三号から第五

号までに係るものに限る。）に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用

しない。  

１６  第十一項本文又は第十二項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第九

項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した

日とする。  

１７  第十一項ただし書又は第十二項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、

第九項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係

る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。  
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１８  第二項から第四項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があ

るときは、その端数は、切り捨てる。  

１９  第二項及び第三項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる継続開示書

類の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。  

一  第二十四条第一項又は第三項（これらの規定を同条第五項（第二十七条にお

いて準用する場合を含む。）及び第二十七条において準用する場合を含む。）及び

第二十四条第六項（第二十七条において準用する場合を含む。）並びに第二十四

条の二第一項（第二十七条において準用する場合を含む。）において準用する第

七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添

付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係

る事業年度  

二  第二十四条の七第一項又は第二項（これらの規定を同条第三項（第二十七条

において準用する場合を含む。）及び第二十七条において準用する場合を含む。）

及び第二十四条の四の七第四項（第二十七条において準用する場合を含む。）に

おいて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による四半期報

告書及びその訂正報告書 当該四半期報告書に係る期間の属する事業年度  

三  第二十四条の五第一項（同条第三項（第二十七条において準用する場合を含

む。）及び第二十七条において準用する場合を含む。）及び第二十四条の五第五

項（第二十七条において準用する場合を含む。）において準用する第七条、第九条

第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半

期報告書に係る期間の属する事業年度  

四  第二十四条の五第四項（第二十七条において準用する場合を含む。）及び第二

十四条の五第五項（第二十七条において準用する場合を含む。）において準用す
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る第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂

正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度  

 

（決定の効力の停止）  

第百八十五条の八  前条第一項の決定（第百七十八条第一項第二号から第五号まで

に係るものに限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。）又は前条

第二項若しくは第三項の決定の後、当該決定に係る納付期限前に同一事件につい

て当該決定を受けた者に対し公訴の提起があつたときは、内閣総理大臣は、当該事

件についての裁判が確定するまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。

ただし、当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは、この限りでない。  

２  前項本文の規定により前条第一項の決定（第百七十八条第一項第二号に係るも

のに限る。第六項において同じ。）又は前条第二項若しくは第三項の決定の効力が

停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の

確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る

文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。  

３  第一項本文の規定により前条第一項の決定（第百七十八条第一項第三号から第

五号までに係るものに限る。第七項において同じ。）の効力が停止された場合におい

て、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号

に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつた

ときは、内閣総理大臣は、第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達

されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。  

４  第一項の規定により前条第一項から第三項までの決定の効力が停止された場合

においては、課徴金の納付期限は、同条第九項の規定にかかわらず、当該事件につ

いての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。  
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５  第二項又は第三項の規定により前条第一項から第三項までの決定の効力が停止

された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第九項及び前項の規定にかか

わらず、次項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から

二月を経過した日とする。  

６  内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第二項若しくは第三項の決定の後、

同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、

当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から

第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課

徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、

第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。  

一  当該決定に係る課徴金の額を合計した額  

二  当該罰金の額  

７  内閣総理大臣は、前条第一項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた

者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げ

る財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、前条第一項の決定に係る課徴金

の額を、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に変更しなければな

らない。ただし、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えないときは、この限り

でない。  

一  第百七十三条第一項、第百七十四条第一項又は第百七十五条第一項（同条第

七項において準用する場合を含む。）若しくは第二項の規定による額  

二  当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財

産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産

の価額に相当する額（当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項

各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命
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じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じら

れた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額）  

８  第六項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第一

項から第三項までの決定を取り消さなければならない。  

９  第六項又は第七項の規定による変更の処分は、文書をもつて行わなければならな

い。  

１０  第六項又は第七項の規定による変更の処分は、当該処分に係る文書の謄本を

送達することによつて、その効力を生ずる。  

１１  課徴金に係る請求権の時効は、第一項から第三項までの規定により前条第一項

から第三項までの決定の効力が停止されている間は、進行しない。  

１２  第六項の規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その

端数は、切り捨てる。  

 

（事件記録の閲覧等）  

第百八十五条の十三  利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、

事件記録の閲覧若しくは謄写又は第百八十五条の七第七項に規定する決定に係る

決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。  
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